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[bookmark: _Toc209198712][bookmark: _Toc209973349]第1章　計画の概要

[bookmark: _Toc209198713][bookmark: _Toc209973350]1　計画策定の背景と趣旨
近年、少子高齢化や人口減少の進行に加え、価値観やライフスタイルの多様化が進展する中、地域における相互扶助の基盤である「人と人とのつながり」や「家庭・地域における支え合い」が希薄となり、従来、地域社会が担ってきた助け合いや支え合いなどの機能低下が危惧されています。こうした社会構造の変化に伴い、ひとり親家庭を含む生活困窮者の問題、社会的孤立、老々介護、ひきこもり、いわゆる「8050問題」（高齢の親が中高年の子どもの生活を支える家庭の問題）、ダブルケア、虐待など、福祉課題は複合化・複雑化の様相を呈しています。このような状況を踏まえ、地域住民や関係機関が連携・協働し、地域全体で支え合う体制を構築することが求められており、「地域福祉」（3ページ参照）の一層の充実と推進が、これまで以上に重要となっています。
また、従来の縦割りによる公的な支援制度の枠組みでは十分な支援が受けられない、いわゆる「制度の狭間」の問題などに対応するため、制度化されたサービスと地域の助け合いによる支援を両輪として一体的かつ重層的に支援を実施していく必要があります。
国においては、平成28年6月の「ニッポン一億総活躍プラン」において、高齢者、障がいのある人、こどもなど、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」（4ページ参照）の実現を目指す方針を提示しました。
また、同年7月に「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」を設置し、地域住民が「我が事」として主体的に地域づくりに取り組む仕組みを創っていくことや、地域づくりのための支援、地域での課題を公的な福祉サービスへつなげるための包括的な（「丸ごと」）支援体制の整備を進める方向性が示されています。
平成30年4月に施行された改正社会福祉法では、地域住民や福祉関係者が、福祉・介護・保健医療・住まい・就労・教育などに関する地域生活課題を把握し、関係機関と連携してその解決を図ることが規定されました。この改正により、地域生活課題の解決に向けて、自助・互助・共助・公助の考え方に基づき、地域住民、事業者、関係機関、団体及び行政がそれぞれの役割を担い、連携して取り組むことが求められています。
令和2年6月には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正された社会福祉法では、地域福祉の推進にあたり、地域住民が相互に尊重し合いながら参加し、地域共生社会の実現を目指す必要があることが明記されました。また、福祉課題を抱える地域住民を支援する体制や、地域住民が地域福祉を推進するために必要な環境を一体的かつ重層的に支援することができるよう、福祉分野に関連する法律に基づき事業を一体的に実施する、重層的支援体制整備事業の創設等が新たに規定されました。
丸亀市では、地域福祉課題に対応するため、平成21年3月に「丸亀市地域福祉計画」を策定し、福祉サービスの整備・充実や、地域住民・福祉事業者による主体的な福祉活動への支援など、様々な施策を推進してきました。また、丸亀市社会福祉協議会では、平成22年3月に「丸亀市地域福祉活動計画」を策定し、計画に基づき、地域住民の支え合い活動などを展開してきました。さらに、平成28年には丸亀市と丸亀市社会福祉協議会が協働し「みんなのふくし丸亀プラン（丸亀市第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画）」（以下、「第2次計画」という。）を、令和3年には「みんなのふくし丸亀プラン（丸亀市第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画）」（以下、「第3次計画」という。）を策定し「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち　丸亀」を基本理念に掲げ、地域福祉を推進してきました。
今般、現在の社会情勢等を踏まえ、第3次計画の進行管理から得られた成果や課題、また、社会福祉法に基づき、重層的支援体制整備事業を活用した取組を合わせ、丸亀市の地域福祉の推進方針を示す新たな計画「みんなのふくし丸亀プラン（丸亀市第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画）」（以下「本計画」）を策定します。なお、計画期間は令和8年度から令和13年度までの6年間とします。








※素案段階のため、今後イラストやレイアウトの調整を予定しています。




地域福祉とは
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AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]「地域福祉」とは、「地域で暮らすみんな」が、安心して、幸せに暮らせるように、地域生活課題に対して地域住民や関係機関・団体などの関係者がお互いに考え、解決に取り組んでいく考え方です。
地域福祉の推進にあたっては、日頃から地域の人たちが顔を合わせ、言葉を交わし、地域とつながることが大切です。そうしたつながりが、いざという時に「支え合える力」になります。
また、一人では抱えきれないような生活の悩みや、複雑に絡み合った困難にも、地域全体で寄り添い、必要に応じて専門的な支援につなぐことのできる仕組みづくりが求められています。
地域福祉の取組は、特別な知識や技術がなくても、誰もが参加できるものです。しかし、それを進めていくには、「地域で暮らすみんな」の思いやりと協力が欠かせません。
小さな声に耳を傾け、そっと寄り添うことも地域福祉。それは、誰かのためであり、いつか自分のためでもあるのです。
丸亀市・丸亀市社会福祉協議会では、みんなの住む地域を、みなさんと一緒に、誰もが安心して暮らせるよりよいまちにするために、「みんな」がどう協力していくかを決める本計画をつくりました。





※素案段階のため、今後イラストやレイアウトの調整を予定しています。







地域共生社会とは
地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会です。多様な人々が支え合い、孤立せずに安心して暮らせる地域をつくるために必要な社会の仕組みです。

[bookmark: _Toc209198716]地域共生社会が必要とされる理由とは
①高齢化や少子化に対応するため
高齢化により支援が必要な人が増える一方で、少子化により地域の担い手が減少しており、地域全体で支え合う仕組みが必要です。

②多様な人々が共に暮らす社会に対応するため
国籍、性別、障がいの有無、家庭環境や家族構成など、多様な背景を持つ人々が共に暮らす社会では、従来の「支える人」と「支えられる人」の関係だけでは対応できない課題が増えてきています。そのため、誰もが役割を持ち、支え合う仕組みが必要です。


③孤立や社会的な孤独を防ぐため
高齢者や子ども、障がいのある人などが、地域の中で孤立したり、社会的に孤独を感じたりしないように、住民同士や地域とのつながりを築くことが大切です。

④地域全体の安心・安全を高めるため
地域の中で互いに助け合う仕組みをつくることで、災害時や緊急時に対応しやすくなるだけでなく、日常的な見守りや声かけを通じて、防犯や事故の防止にもつながります。

⑤住民一人ひとりの生きがいを支えるため
役割を持って地域に参加することで、住民自身の生きがいや充実感が生まれます。





※素案段階のため、今後イラストやレイアウトの調整を予定しています。






[bookmark: _Toc209198717]自助・互助・共助・公助の概念
生活課題が複合化・複雑化する中で、行政だけでは十分な対応ができません。本計画は、住民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の支え合い（互助）、社会保障などの相互扶助（共助）、公的機関による支援（公助）の役割分担と相互の連携によって取り組んでいきます。
互　助

自　助

●近隣の住民同士や地域で活動する
組織・団体等による自主的な支え合い・助け合いで、課題の解決を図ります。
・コミュニティで意見交換や協力
・地域の人や友人等による助け合い
・コミュニティなどの多様な主体による活動
・ボランティア活動
・当事者団体の取組など
●地域福祉においては中心となる取組
です。

●自分や家族で主体的に解決を図ります。
●日ごろから地域における交流や活動に参加します。
●自分の努力のみで解決できない課題について、自らの判断で隣近所や友人に相談したり、行政や専門機関に支援を求めたりします。
●民間のサービスを、お金を払って利用すること。









公　助
共　助



●介護サービスや医療、年金などのように、保険料・税を納付することにより、必要になった場合に対価としてサービスや年金の支給を受けます。
●重層的支援体制のもと、制度だけでは支えきれない部分を、地域の支え合いで補う仕組みを構築します。
●国民全体で支え合う、制度化された相互扶助。

●行政や公的機関が提供するサービスや支援。自助・互助・共助で解決できない大きな生活課題に対応して、地域福祉を推進するための社会全体の基盤づくりを行います。
●住民のニーズや課題を把握し、重層的支援体制のもとで適切な支援を提供します。
●制度やサービスが地域の実情に即した形で活用されることを目指します。









2　地域福祉推進に向けた法制度の整備と国の動向
（1）社会福祉法の改正
平成30年4月に施行された改正社会福祉法では、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、本人とその属する世帯全体に着目し、福祉、介護、介護予防、保健医療及び住まいなどの地域生活課題を把握するとともに、課題の解決に資する支援を行う関係機関と連携し、その課題の解決を図っていくことが規定されています。（法第4条）
地域生活課題の解決に向けて、自助、互助、共助及び公助の概念に基づいて、地域住民、事業者、関係機関・団体及び行政のそれぞれが役割を担い、連携して取り組んでいくことが必要とされています。

[bookmark: _Toc209198720]（2）重層的支援体制整備事業に関する法律
平成29年2月に、厚生労働省は「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」を公表し、「地域課題の解決力の強化」、「地域丸ごとのつながりの強化」、「地域を基盤とする包括的支援の強化」、「専門人材の機能強化・最大活用」の4つの柱に沿ってその具体化に向けた改革を進めていくこととしました。
この改革の一つとして平成30年4月に施行された改正社会福祉法では、「地域福祉推進の理念」 として、支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題についてを、住民や関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨が明記されるとともに、この理念を実現するために、市町村に対し、地域住民の地域福祉活動への参加を促進する環境整備や関係機関が連携して分野を超えた相談に応じる体制を構築することなど、包括的な支援体制づくりに努めることが規定されました。（法第106条の3）
併せて、市町村による地域福祉計画の策定が努力義務として規定される（法第107条）とともに、地域福祉計画の策定に関する国のガイドラインでは、地域福祉計画が福祉の各分野における共通事項を定める、福祉分野の上位計画として位置付けられました。
また、令和3年4月に施行された改正社会福祉法では、市町村において、地域住民の複雑・複合化した生活課題や支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する新たな事業（重層的支援体制整備事業）の枠組みが創設されました。（法106条の4）



	年
	地域共生社会の実現に関する国の主な動き

	平成28年
	・「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定　
「地域共生社会」の実現を提唱
・「改正社会福祉法」の施行
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施

	平成30年
	・「改正社会福祉法」の施行
市町村における包括的な支援体制の整備
市町村地域福祉計画の充実
・地域福祉計画策定ガイドラインの改定

	令和3年
	・「改正社会福祉法」の施行
重層的支援体制整備事業の創設等について規定



[bookmark: _Toc209198721]（3）生活困窮者自立支援法
平成27年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」第4条第1項により、市は、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立支援事業等を行う責務を有することとされました。

[bookmark: _Toc209198722]（4）成年後見制度の利用の促進に関する法律
平成28年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」により、地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国と連携を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を定め、実施する責務を有することとされました。

[bookmark: _Toc209198723]（5）孤独・孤立対策推進法
令和6年4月に施行された「孤独・孤立対策推進法」により、国及び地方公共団体において総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責務、施策の基本となる事項、国及び地方公共団体の推進体制等について規定されました。


[bookmark: _Toc209198724][bookmark: _Toc209973352]3　計画の位置付け　
（1）計画の法的な位置付け
「地域福祉計画」は、社会福祉法第4条に規定する「地域福祉の推進」を図るため、同法第107条の規定に基づき、市町村が行政計画として策定する計画です。
また、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法第109条において地域福祉の推進を目的とする団体と規定されている社会福祉協議会が、地域や関係団体とともに地域福祉を実践するための具体的な内容を定めた計画です。
丸亀市・丸亀市社会福祉協議会では、地域福祉計画と地域福祉活動計画を協働により一体的に策定し、本計画としています。
社会福祉法（抜粋）


（地域福祉の推進）
第四条　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
（市町村地域福祉計画）
第百七条　市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。
一　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五　地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）
第百九条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業




（2）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係
地域福祉計画は、「地域の助け合いによる地域福祉」を推進するため、一人ひとりの尊厳を重んじ、人と人とのつながりを基本とし「顔の見える関係づくり」、「共に生きる社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組み」をつくる計画です。また、丸亀市総合計画を上位計画とし、各種関連計画との連携や調整を横断的に図りながら、地域福祉の推進を図っていくものです。
地域福祉活動計画は、地域福祉の推進を目指して、丸亀市社会福祉協議会が策定し、地域住民や住民自治組織、民生委員・児童委員、ボランティア団体、NPOなどによる地域福祉活動の自主的・自発的な行動を促すための計画です。丸亀市社会福祉協議会においては、「住民主体」という活動方針があり、民間組織としての開拓性や即応性、柔軟性をいかしながら、住民の自主的、自発的な福祉活動を推進し、その組織化を進めています。
地域福祉計画と地域福祉活動計画は、地域福祉課題や社会資源の状況などを共通認識し、共に「地域福祉の推進」という目標を掲げる中、それぞれの立場において、それぞれの役割を担い、相互に連携し、補完・補強し合いながら、地域福祉を進展させていきます。

【地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係】

市民や民間主体の自主的・
自発的な行動計画


民間相互の協働による計画
地域福祉活動計画
地域福祉計画


地域福祉を推進していくための
行政計画


公民の協働による計画
地域福祉の理念の共有

連携
補完
補強



理念

具体的な取組
仕組み










[bookmark: _Toc209198727][bookmark: _Toc209973353]4　他計画との関係　
本計画は、「丸亀市総合計画」を上位計画とし、福祉の分野だけでなく、防災、教育、まちづくりなど、あらゆる分野において地域福祉に関する部分の連携を図り、各分野の計画との整合性を保ちながら、施策の推進を図るものとします。本計画では、個別計画の横断的な地域の取組を支えるため、地域福祉の推進に向けた共通理念と目指すべき地域の姿を明確にします。
また、社会福祉法第106条の4による重層的支援体制整備事業については、本市における包括的な支援体制の整備の重要な手段のひとつとして位置づけ、社会福祉法第106条の5に基づき、福祉・教育分野など関連する個別計画の内容と整合を図った「丸亀市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定し、本計画の5章に掲載します。
また、行動目標7「住民の困りごとに寄り添った支援の体制をつくろう」において、再犯防止のため取組として記載した内容を「丸亀市再犯防止推進計画」とし、再犯の防止等の推進に関する法律第8条に基づく、地方再犯防止推進計画として位置付けます。

【他計画との関係】
丸亀市総合計画（令和8年度～令和●年度）
■将来像■「●●●●●●●」





香川県地域福祉支援計画
丸亀市地域福祉計画
（重層的支援体制整備事業実施計画、再犯防止推進計画を包含）




丸亀市障がい者基本計画
丸亀市障がい児福祉計画
丸亀市高齢者福祉計画・丸亀市介護保険事業計画
丸亀市こども未来計画
丸亀市障がい福祉計画




支援









その他の丸亀市の関連計画


一体的に推進


丸亀市地域福祉活動計画（丸亀市社会福祉協議会）




[bookmark: _Toc209198728][bookmark: _Toc209973354]
5　計画の期間　
[bookmark: _Hlk209198044]本計画の計画期間は、令和8年度から令和13年度までの6年間とします。なお、社会経済情勢や制度改正など、地域の状況が大きく変化した場合には、計画期間中においても見直しを行うこととします。

（年度）
	
	Ｈ30
	Ｒ1
	Ｒ2
	Ｒ3
	Ｒ4
	Ｒ5
	Ｒ6
	Ｒ7
	Ｒ8
	Ｒ9
	Ｒ10
	Ｒ11
	Ｒ12
	Ｒ13

	総合計画
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地域福祉計画・地域福祉活動
計画
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高齢者福祉計画
・介護保険事業計画
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	こども未来計画
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第１期
障がい児福祉計画
第４期
障がい児福祉計画
第３期
障がい児福祉計画
第２期
障がい児福祉計画
第５期
障がい児福祉計画画
第６期
障がい福祉計画
第７期
障がい福祉計画
第８期
障がい福祉計画

第９期
障がい福祉計画
第５期
障がい福祉計画
第２次計画
第４次障がい者基本計画
第4期
丸亀市こども未来計画
第3期丸亀市こども未来計画
第９次高齢者
福祉計画・
第８期介護保険
事業計画
第10次高齢者
福祉計画・
第９期介護保険
事業計画
第11次高齢者
福祉計画・
第10期介護
保険事業計画
第８次高齢者
福祉計画・
第７期介護保険
事業計画
第３次障がい者基本計画
第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画

第３次地域福祉計画・
地域福祉活動計画
第三次丸亀市総合計画

子ども・子育て支援事業計画
「第2期丸亀市こども未来計画」
子ども・子育て支援事業計画
「丸亀市こども未来計画」


第12次高齢者
福計画・
第11期介護
保険事業計画
第４次地域福祉計画・
地域福祉活動計画
第二次丸亀市総合計画




[bookmark: _Toc209198729][bookmark: _Toc209973355]6　計画の策定方法　　
基 礎 調 査


既存資料分析
・統計資料分析　　・既存計画等文献調査　　・社会資源調査　　・その他調査等



関係団体アンケート調査
○調査内容
丸亀市内の地域福祉分野で活動している団体80ケ所、事業所80ケ所を対象に、地域生活課題や福祉問題等について調査を行った。
アンケート調査
○調査内容
丸亀市在住の18歳以上の3,000人を対象に、地域福祉に関する意識について調査を行った。
住民座談会
○調査内容
丸亀市内の17地区で、地域の良いところや問題点、今後取り組めることをグループワーク形式で意見交換を行った。また、地区で出た意見について中学校区単位での意見を共有する全体会を行った。
高校生アンケート調査
○調査内容
丸亀市内の高校に通う981人を対象に、地域福祉に関する意識について調査を行った。














第3次計画の評価、現状・課題の抽出



計画原案作成




丸亀市福祉推進委員会
・基礎調査や各会議の結果を含む計画内容について協議を行う場
・現状・課題を把握しながら、全市的な視点から丸亀市の地域福祉の推進に向けた基本理念及び具体的な取組・活動等について協議





パブリックコメント
・計画内容に関して住民から広く意見を得るため、丸亀市ホームページに計画案を掲載するほか、指定した場所での閲覧により公表し、意見を募集する。




丸亀市第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定




　　　　　は、住民参画による策定プロセス



[bookmark: _Toc209973356]第2章　丸亀市をとりまく状況

[bookmark: _Toc209198730][bookmark: _Toc209973357]1　既存データから見る現状
[bookmark: _Toc209198731]（1）人口・世帯の動向
①　人口の推移
丸亀市の総人口についてみると、令和2年にわずかに増加したものの、令和3年以降減少傾向となり、令和6年では107,763人となっています。
年齢3区分別にみると、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少傾向となっているのに対し、高齢者人口（65歳以上）は増加傾向で推移しており、令和6年では高齢者人口が31,654人となっています。
【人口の推移】













資料：令和元年～令和6年：香川県統計情報データベース（各年10月1日）、
令和27年：丸亀市人口ビジョン（令和7年改訂版）


②　年齢3区分別人口構成比の推移
年齢3区分別人口構成比の推移をみると、年少人口比率と生産年齢人口比率は低下傾向にあり、高齢者人口比率は上昇傾向となっています。今後もこの傾向が続くことが見込まれています。
【年齢3区分別人口構成比の推移】
公表待ち











資料：香川県統計情報データベース（各年10月1日）



③　人口ピラミッド
丸亀市の人口ピラミッドをみると、男性、女性ともに50～54歳がもっとも多くなっています。

【人口ピラミッド】
【男性】　　　　　　　　　　　　　　　　　【女性】



















※男女別の総人口には年齢不詳を含むため、年齢階級別の合計とは合致しません。
資料：香川県人口移動調査報告（令和6年10月1日）





④　合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率の推移をみると、令和元年以降、香川県及び全国を上回っているものの、令和5年に大幅に低下し1.41となっています。

【合計特殊出生率の推移】











資料：丸亀市人口ビジョン（令和7年改訂版）


⑤　自然動態人口（出生・死亡）の推移
自然動態の推移をみると、死亡数が出生数を上回る自然減が続いており、令和6年では728人の自然減となっています。

[bookmark: _Hlk148955149]【自然動態人口の推移】
[bookmark: _Hlk148955141]









資料：香川県人口移動調査報告（各年1～12月集計）




⑥　社会動態人口の推移
社会動態の推移をみると、令和4年を除いて転入数が転出数を上回る社会増が続いており、令和6年では335人の社会増となっています。

【社会動態人口の推移】










資料：香川県人口移動調査報告（各年1～12月集計）


⑦　世帯数と1世帯当たりの人数の推移
世帯数の推移をみると、令和元年以降増加し続けていますが、1世帯当たりの人数は減少が続いており、世帯の少人数化が進んでいます。

【世帯数と1世帯当たりの人数の推移】
公表待ち










資料：香川県人口移動調査報告（各年10月1日）











[bookmark: _Toc209198732]（2）市民の状況
①　高齢者のいる世帯の状況
65歳以上の高齢者がいる世帯の推移をみると、年々増加し令和2年には19,544世帯となっています。また、高齢者一人暮らし世帯や高齢者夫婦のみ世帯も一貫して増加しており、令和2年には、高齢者がいる世帯のうち、一人暮らし世帯及び夫婦のみ世帯が約6割を占めています。

[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk148959915][bookmark: _Hlk148947926]【高齢者のいる世帯の推移】









（各実施年）

資料：国勢調査

②　要介護認定者数（65歳以上）の推移
要介護認定者数・要介護認定率の推移をみると、ともに増加傾向にあり、令和6年度には認定者数が5,779人、認定率が18.1％となっています。

【要介護認定者数及び認定率の推移】










資料：介護保険事業状況報告（各年度末）

③　障がい者の状況
障害者手帳所持者の推移をみると、令和5年度以降減少しており、令和6年度では5,962人となっています。手帳別にみると、身体障害者手帳所持者は減少、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者は増加となっています。

【障がい者手帳所持者数の推移】
[bookmark: _Hlk148948646]









資料：丸亀市（各年度末）


④　18歳未満のこどもがいるひとり親世帯の状況
こどもがいる世帯のうちとひとり親世帯数の推移をみると、総世帯数は増加しています。「6歳未満及び18歳未満のこどもがいる世帯数」は減少しており、令和2年の「6歳未満のこどもがいる世帯数」は3,999世帯、「18歳未満のこどもがいる世帯数」は10,267世帯となっています。また、「18歳未満のこどもがいる世帯数」のうち、祖父母などのその他の世帯員がいない母親または父親とこどものみの「ひとり親世帯」を合わせると1,383世帯で、18歳未満のこどもがいる世帯数の約13.5％を占めています。

【こどもがいる世帯のうちひとり親世帯数の推移】
	
	単位
	平成22年
	平成27年
	令和2年

	総世帯数
	世帯
	42,895
	43,731
	45,617

	
	6歳未満のこどもがいる世帯数
	世帯
	4,634
	4,303
	3,999

	
	総世帯数に対する比率
	％
	10.8
	9.8
	8.8

	
	18歳未満のこどもがいる世帯数
	世帯
	11,101
	10,644
	10,267

	
	
	総世帯数に対する比率
	％
	25.9
	24.3
	22.5

	
	
	母親とこどもの核家族世帯
	世帯
	1,193
	1,190
	1,238

	
	
	18歳未満のこどもがいる
世帯数に対する比率
	％
	10.7
	11.2
	12.1

	
	
	父親とこどもの核家族世帯
	世帯
	138
	146
	145

	
	
	18歳未満のこどもがいる
    世帯数に対する比率
	％
	1.2
	1.4
	1.4


資料：国勢調査（各年10月1日）

⑤　児童扶養手当受給者数の状況
18歳まで（障がいがある場合は20歳まで）のこどもを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を図るために、養育している人の所得に応じて支給される児童扶養手当の受給者数は、令和元年度以降は減少しており、令和6年度では1,066人となっています。

【児童扶養手当受給資格者数の推移】
（人）
	
	令和
元年度
	令和
2年度
	令和
3年度
	令和
4年度
	令和
5年度
	令和
6年度

	受給者数
	1,189
	1,164
	1,157
	1,125
	1,083
	1,066

	全部支給停止者数
	294
	307
	305
	314
	354
	357

	計
（受給資格者数）
	1,483
	1,471
	1,462
	1,439
	1,437
	1,423


資料：福祉行政報告例（各年度末）

⑥　生活保護世帯の状況
生活保護世帯数はほぼ横ばいで推移しています。令和6年の生活保護世帯数は800世帯、保護率は16.96‰（パーミル：千世帯当たりの数）となっています。

【生活保護世帯数の推移】
公表待ち










資料：丸亀市福祉課（各年10月）























⑦　外国人登録者数の推移
外国人登録者数の推移をみると、令和4年に一時的に減少しましたが、おおむね増加傾向となっています。令和5年（4月1日時点）の市総人口に占める割合は2.14％となっています。
外国人登録者の国籍をみると、中国が678人で約29％を占めています。

【外国人登録者数の推移】










資料：丸亀市統計書（各年4月1日）

【外国人登録者数の国籍】
[bookmark: _Hlk148948028]








資料：丸亀市統計書（令和5年4月1日）









⑧　自殺死亡の状況
自殺者数及び自殺死亡率の推移をみると、自殺死亡数は増減を繰り返しとしており、令和5年では17人と増加傾向となっています。
自殺死亡率（人口10万人当たりの年間自殺死亡数）は、令和2年を除いて、全国や香川県平均を下回っています。

【自殺死亡数及び自殺死亡率の推移】










資料：厚生労働省自殺対策推進室（各年1～12月集計）


[bookmark: _Toc209198733][bookmark: _Toc209973358]2　アンケート調査から見る現状
[bookmark: _Toc209198734]（1）アンケート調査概要

本計画策定の基礎資料とするために「地域福祉に関するアンケート調査」を実施しました。

	[bookmark: _Hlk148949920][bookmark: _Hlk148948422]調査対象
	市　民：18歳以上の3,000人を無作為抽出
事業所：丸亀市内福祉関係事業所
団　体：丸亀市内の福祉関係団体
高校生：丸亀市内の高等学校9校の生徒

	調査方法
	郵送・持込による配布・回収及びＷＥＢによる回答

	調査期間
	市　民：令和6年12月20日～令和7年1月15日
事業所、団　体：令和7年1月24日～2月18日
高校生：令和7年3月

	調査対象者数（配布数）
	市　民：3,000人
事業所： 　80ケ所
団　体： 　80ケ所
高校生：  981人

	回収数
	市　民：1,056通
事業所：　 49通
団　体：   47通
高校生：  551通

	回収率
	市　民： 35.2％
事業所： 61.3％
団　体： 58.8％
高校生： 56.2％






[bookmark: _Toc209198735]（2）アンケート調査結果
多様な福祉課題に対して制度等の枠を超えた包括的な相談支援の仕組みを充実していくうえで、特に優先的に力を入れて取り組むべきことはどのようなことだと思いますか。【事業所】
「相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口につなぐ取組を充実する」の割合が59.2％と最も高く、次いで「より身近なところで相談できるよう、地域で活動している人や事業所などの相談を充実する」の割合が51.0％、「相談を支援に結びつけるよう、関係者のネットワークを充実する」の割合が42.9％となっています。
前回調査と比較すると、「市役所で多様な相談を総合的に受けられるようにする」「より身近なところで相談できるよう、地域で活動している人や事業所などの相談を充実する」「相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口につなぐ取組を充実する」「相談を支援に結びつけるよう、関係者のネットワークを充実する」「課題を解決するため、サービスや社会資源を開発する取組を充実する」「相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受ける方法を改善する」の割合が増加しています。

【特に優先的に力を入れて取り組むべきこと】（　）
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最近の相談内容や支援対象者の傾向について、どのように感じますか。【事業所】
「地域のつながりが薄れ、社会から孤立した個人や世帯が増えている」の割合が63.3％と最も高く、次いで「対象者だけではなく、世帯全体への支援の必要なケースが増えている」の割合が53.1％、「既存の制度では対応できない個人や世帯が増えてきている」の割合が42.9％となっています。

【相談内容や支援対象者の傾向について】（　）

























住民同士の支え合い・助け合いが地域で広がるためには、あなたはどんなことが必要だと思いますか。【市民】
「困っている人や、助け合いの場や組織の情報を得やすくする」の割合が43.8％と最も高く、次いで「困っている人と、助けることのできる人とをつなぐ人材を育成する」の割合が31.5％、「福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実を図る」の割合が26.6％となっています。
前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。

【支え合い・助け合いが地域で広がるために必要なことについて】（　）
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地域における助け合い、支え合い活動を活発にするためには、どのようなことが重要だと思いますか。【事業所・関係団体】
事業所において、「地域における福祉活動の活動費・運営費などの資金的な援助を行う」、「困っている人や、助け合いの場や組織についての情報を得やすくする」の割合が42.9％と最も高く、次いで「福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実を図る」の割合が36.7％となっています。

【助け合い、支え合い活動を活発にするために重要なこと（事業所）】（　）
























関係団体において、「困っている人や、助け合いの場や組織についての情報を得やすくする」の割合が38.3％と最も高く、次いで「地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰＲする」、「地域における福祉活動の活動費・運営費などの資金的な援助を行う」、「ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育成する」の割合が31.9％となっています。
前回調査と比較すると、「地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰＲする」「地域における福祉活動の活動費・運営費などの資金的な援助を行う」の割合が増加しています。一方、「地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を整備する」「ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育成する」の割合が減少しています。

【助け合い、支え合い活動を活発にするために重要なこと（関係団体）】（　）
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困った時に近所の人に助けを求めることができますか。【高校生】
「できる」の割合が69.5％、「できない」の割合が30.1％となっています。

【近所の人に助けを求めることができる割合】（％）
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助けを求めることができない理由は何ですか。【高校生】
「近所の人を知らないから」の割合が66.3％と最も高く、次いで「恥ずかしいから」の割合が22.3％、「無視されたら嫌だから」の割合が12.7％となっています。

【助けを求めることができない理由】（　）


















あなたがお住まいの地域には、どのような課題や問題があると思いますか。
【市民】
「防災に関すること」の割合が25.7％と最も高く、次いで「防犯など地域の安全に関すること」の割合が24.1％、「高齢者の社会参加や生きがいづくりに関すること」の割合が23.7％となっています。
前回調査と比較すると、「高齢者の社会参加や生きがいづくりに関すること」「高齢者世帯への生活支援に関すること」「健康づくりについての人々の意識や知識に関すること」の割合が減少しています。

【問題や課題について】（　）
（　）
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地域のお祭りや行事に参加していますか。【高校生】
「参加できる時は参加している」の割合が43.6％と最も高く、次いで「参加していない」の割合が35.9％、「いつも楽しく参加している」の割合が11.1％となっています。
前回調査と比較すると、「家族・親類等に誘われるので参加している」「参加していない」の割合が増加しています。一方、「参加できる時は参加している」の割合が減少しています。

【お祭りや行事に参加している割合】（％）
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参加していない理由は何ですか。【高校生】
「興味がないから」の割合が48.5％と最も高く、次いで「行事があることを知らないから」の割合が37.9％、「クラブ活動や塾などで忙しいから」の割合が25.8％となっています。
前回調査と比較すると、「クラブ活動や塾などで忙しいから」「興味がないから」の割合が増加しています。一方、「友達など、みんな参加していないから」「行事があることを知らないから」の割合が減少しています。

【参加していない理由】（　）
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あなたは、今、ボランティア活動に参加していますか。または、今後参加してみたいと思いますか。【高校生】
「参加している」の割合が16.7％、「参加してみたい」の割合が45.6％、「参加したくない」の割合が37.7％となっています。
前回調査と比較すると、「参加している」「参加したくない」の割合が増加しています。一方、「参加してみたい」の割合が減少しています。

【お祭りや行事に参加している割合】
（％）
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地域のボランティア活動を進めていく上で、市はどのようなことに取り組む必要があると思いますか。【市民】
「金銭的な支援」の割合が48.8％と最も高く、次いで「トラブル発生時の対応」の割合が32.7％、「ボランティアに関する積極的な情報提供」の割合が31.5％となっています。
前回調査と比較すると、「金銭的な支援」の割合が増加しています。

【ボランティア活動を進めていく上で必要なこと】（　）
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貴団体が活動等を行ううえで困っていることはどのようなことですか。
【関係団体】
「新しいメンバーが入らない」の割合が51.1％と最も高く、次いで「リーダー（後継者）が育たない」の割合が36.2％、「活動資金が足りない」の割合が27.7％となっています。
前回調査と比較すると、「支援を必要とする人の情報が得にくい」「市民に情報発信する場や機会が乏しい」「活動資金が足りない」の割合が増加しています。一方、「活動のマンネリ化」の割合が減少しています。

【活動を行ううえで困っていること】
（　）
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貴事業所が今後、社会貢献活動を行う矯正施設や更生保護施設等と共同で取り組めることはありますか？【事業所】
「専門知識の伝授」の割合が34.7％と最も高く、次いで「居場所づくり」の割合が28.6％、「環境保全活動」の割合が10.2％となっています。

【共同で取り組めること】（　）














住んでいる地域のイメージを教えてください。【高校生】
「便利」の割合が36.5％、「不便」の割合が28.3％、「どちらともいえない」の割合が35.2％となっています。

【住んでいる地域のイメージについて】
（％）

[image: ]0　　　　　　 20            40             60            80            100




[image: ]



あなたは、丸亀市で災害（地震や台風、土砂災害など）が起こった時に、どのようなことが不安ですか。【市民】
「避難場所の生活が長引くこと」の割合が54.4％と最も高く、次いで「食料や水を確保できないこと」の割合が49.1％、「家族や親族の安否確認ができないこと」の割合が28.1％となっています。

【災害（地震や台風、土砂災害など）が起こった時に不安なこと】（　）
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住んでいる地域の避難場所を知っていますか。【高校生】
「知っている」の割合が84.8％、「知らない」の割合が15.1％となっています。

【住んでいる地域の避難場所を知っている割合】
（％）
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あなたは、「重層的支援体制整備事業」を知っていますか。【市民】
「名前も内容も知らない」の割合が92.2％となっています。

【「重層的支援体制整備事業」を知っている割合】
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多様な福祉課題に対して制度等の枠を超えた包括的な相談支援の仕組みを充実していくうえで、力を入れて取り組むべきことはどのようなことだと思いますか。
【関係団体】
「相談を支援に結びつけるよう、関係者のネットワークを充実する」の割合が46.8％と最も高く、次いで「相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口につなぐ取組を充実する」の割合が42.6％、「市役所で多様な相談を総合的に受けられるようにする」、「より身近なところで相談できるよう、地域で活動している人や事業所などの相談を充実する」、「相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受ける方法を改善する」の割合が36.2％となっています。
前回調査と比較すると、「相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口につなぐ取組を充実する」「相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受ける方法を改善する」の割合が増加しています。一方、「より身近なところで相談できるよう、地域で活動している人や事業所などの相談を充実する」「相談を支援に結びつけるよう、関係者のネットワークを充実する」の割合が減少しています。

【力を入れて取り組むべきこと】
（　）
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あなたは、家族・親戚や友人・知人以外に相談先（相手）がありますか。
【高校生】
「学校の先生」の割合が45.4％と最も高く、次いで「誰にも相談しない」の割合が26.7％、「近所の人」の割合が13.1％となっています。

【相談先（相手）について】
（　）





















[bookmark: _Toc209198736][bookmark: _Toc209973359]3　住民座談会で把握した地域の現状
[bookmark: _Toc209198737]（1）住民座談会の概要
①　住民座談会の目的
多くの幅広い世代の市民のみなさまの参加を得ながら、直面している地域課題の把握や地域資源の発掘を行うとともに、地域課題解決のための方策をともに考え、目指すべき方向性を見出し、計画に反映させることを目的に実施しました。

②　実施期間
令和7年1月～3月

③　実施内容
各地区コミュニティから住民の方に住民座談会への参加を呼びかけていただくとともに、丸亀市ホームページにて募集を行い、丸亀市内17地区コミュニティごとに集まった住民の方々による座談会を実施しました。
座談会では、地域福祉計画・地域福祉活動計画の内容と人口、世帯数など地域の状況を説明したあと、1グループ4～6人程のグループにて、地域資源を発掘するため、「活き活き・きらきら」をキーワードにして興味や関心、今ある良いことについて、また、地域の課題を把握するため、「もやもや」をキーワードにして思いや不安について、そして、地域資源と地域の課題を掛け合わせて課題解決のためにできることについて、「ボチボチ・やるやる」をキーワードに話し合っていただきました。最後に話し合った内容をグループごとに発表し、参加者全員の共有を行いました。
また、各地区で実施した住民座談会でいただいた共通した意見や各地区の特徴などを市全体で共有し、さらに、地域の見守り活動に協力いただいている企業にも参加いただき、問題解決のための方策を広域(中学校区単位)で考えていくことで、地域の横のつながりを深めるとともに支え合いの地域づくりを推進することを目的として、住民座談会(全体会)を開催しました。



[bookmark: _Toc209198738]（2）各地区住民座談会のまとめ
①　各地区住民座談会の主な意見（詳細は●ページへ）
	圏域
	主な資源
	主な課題

	市全体
	・子育て支援と安全確保の充実（学校ボランティア、防犯パトロール）
・自然環境の豊かさ（健康公園、自然豊かな山川や海、伝統行事）
・歴史・文化・観光資源の魅力（歴史ある寺院、丸亀城、文化財、伝統祭り、歴史的町並み）
・交通・商業・公共施設の利便性（市役所や駅、スーパー・大型商業施設、病院、体育施設）
・スポーツ・健康促進と防災・地域安全対策（スポーツイベント、体験教室、防災訓練、助け合いサービス）
	・高齢化や少子化に伴う自治会・ボランティア担い手不足の課題
・空き家や空地の増加、耕作放棄地の拡大に対する不安
・移動手段の制約（バス本数の少なさ、JR接続不便、車依存、島内交通）
・災害時の孤立・防災意識の不足、避難所・避難体制の課題
・地域情報発信や共有の重要性（SNS、掲示板、回覧板の活用）
・こども・高齢者など多世代が安心して暮らせる環境整備の必要性

	中学校区
	・地域包括支援や生活支援サービスの充実（配食サービス、助け合いサービス、買物支援、交通支援）
・地域間・世代間交流を促進する活動（親子参加型イベント、健康づくり、防災訓練の共同実施）
	・高齢者や一人暮らし世帯への支援体制強化（介護タクシー、居場所づくり、調理支援）
・若者・働き世代の地域活動参加促進（自治会加入促進、地域イベント参加、リーダー育成）
・交通・移動環境改善による生活支援（デマンドタクシー、オンデマンドバス、送迎ウーバー）
・多世代の防災・災害対応体制の整備（避難所活用、合同行事、防災教育）







	圏域
	主な資源
	主な課題

	コミュニティ
	・こども・高齢者・若者の多世代交流活動（伝承遊び、スポーツ、食事会）
	・地域行事や祭り、ふれあい広場などを通じた交流の活発化
・コミュニティセンターや公園、カフェ、サロンを活用した居場所づくり
・防犯パトロール、見守り活動、清掃活動、ウォーキングなど日常のつながり形成
・地域資源の活用（歴史的建造物、自然、公園、城や神社、観光資源）
・ボランティアや地域担い手の参加促進（当番制、ゆるやかな参加、情報発信で呼びかけ）
・空き家や未利用地の活用による地域活性化（ゲストハウス、イベント会場、地産品活用）



②　意見のまとめ
市全体では、多世代・多様な住民が参加しやすい地域づくりが共通課題として示され、災害・防犯対応の充実や、デマンド交通や自動運転バス導入など移動手段の確保、地域資源や伝統文化をいかした学びや仕事づくり、SNSや広報紙を活用した情報発信、自治会加入促進や役員の負担軽減など、地域運営の持続性を高める施策が求められています。
各中学校区では、こども主体の活動や学校・PTAとの協働、高齢者への見守りや生活支援、多世代交流を重視し、地域行事やスポーツイベント、ふれあいサロンやこども食堂などを通じて世代間のつながりを深める取組が必要とされます。さらに、地域住民の移動・買い物の利便性向上や防災・防犯意識の啓発も課題です。
コミュニティレベルでは、日常的なつながりづくりが焦点であり、あいさつや声かけ、地域清掃、こどもや高齢者の交流イベント、地域内情報共有、空き家や公共施設の活用など、住民が主体的に関われる小規模な活動の充実を通じ、孤立防止や安心して暮らせる環境、多世代参加の促進が期待されています。



③　参加人数
	地区
	参加人数（人）
	地区
	参加人数（人）

	城北
	21
	垂水
	18

	城西
	23
	本島
	8

	城乾
	18
	広島
	10

	城坤
	13
	栗熊
	11

	城南
	29
	岡田
	15

	土器
	18
	富熊
	18

	飯野
	11
	飯山南
	22

	川西
	13
	飯山北
	15

	郡家
	16
	
	





[bookmark: _Toc209198739]（3）全体会のまとめ
①　全体会での主な意見（詳細は●ページへ）
	カテゴリー
	主な意見

	1 こども・若者の参加と居場所づくり
	・こども主体のイベントや学校・ＰＴＡとの協働活動
・若い世代（中学生以上）が参加できるイベントの開催（ゲーム・映画・アニメ等）
・高校生・企業との連携による世代間交流
・近所のこどもが自由に遊べる居場所づくり
・こども食堂やみんなの食堂を活用した多世代交流
・小学生の歴史探訪や文化行事への参加促進

	2 高齢者・障がい者への支援と見守り
	・一人暮らし高齢者への思いやり事業や徘徊者見守り活動
・買物支援・配食・灯油宅配など生活支援サービスの充実
・防災や見守り体制づくり（名簿の活用・地元企業や警察との協力）
・高齢者食堂とのコラボレーションによる交流促進

	3 地域拠点・居場所の活用
	・コミュニティセンター・サロン活動・カフェ開放の推進
・空き家の利活用による多世代交流拠点づくり
・軽食提供やポイント制度などの誰もが参加しやすい工夫
・神社祭りや文化行事の活性化による地域の絆づくり

	4 地域資源の活用と経済・仕事づくり
	・パントリー活動や障がい者施設製品の活用
・地産地消や地域資源をいかした学びの場づくり
・散歩マップや観光資源を活用した地域の魅力発信
・社会資源や観光を基盤とした仕事づくりの推進

	5 交通・移動手段の確保、買い物支援
	・移動販売サービスやデマンドタクシーの導入検討
・自動運転バスの導入要望
・宅配サービス活用

	6 防災・防犯の強化
	・防災活動の強化と継続的な訓練の実施（自治会長の参加など）
・警察・地元企業・住民を巻き込んだ防犯訓練の実施
・高齢者や障がい者を含めた地域全体の防災力強化

	7 情報発信と自治会運営
	・ＳＮＳやホームページ、広報紙の電子化による情報発信の充実
・公共メディア（バス・ケーブルＴＶ等）を使った地域ＰＲ
・自治会未加入者との接点確保や加入促進の工夫
・自治会の役員負担軽減や推進部隊の結成検討





②　意見のまとめ
全体会では、「多世代・多様な住民が参加しやすい地域づくり」が共通の課題として確認されました。
こども向けの遊びや学びの場、学校・PTA・自治会との協働、高齢者への見守りや生活支援、ふれあいサロンやこども食堂などを通じた世代間交流の推進が求められています。
また、買い物支援や、デマンド交通、自動運転バスの導入など移動手段の確保、災害・防犯対応の充実、地域資源や伝統文化をいかした学びや仕事づくりも重要な視点として挙げられました。
さらに、SNSやホームページ、広報紙などによる情報発信の強化、自治会加入促進、役員負担の軽減など、地域運営の持続性を高める取組も必要とされています。


4　第3次計画の指標に基づく評価及び課題

丸亀市及び丸亀市社会福祉協議会では、地域福祉施策の推進に向けて、第3次計画の体系（計画書●ページ参照）に基づき、3つの基本目標と、10の行動目標を定め、事業を実施してきました。
本計画の策定にあたり、体系に基づく事業の実施状況について、丸亀市関係各部署及び丸亀市社会福祉協議会での評価を行い、本計画に取り入れる事項についての検討をしました。また、それらを踏まえ、次期計画に向けた課題を行動目標ごとに、次のとおり整理しました。

基本目標1　みんなで支え合う「しくみづくり」

行動目標1.誰一人取り残さない支援の体制をつくろう


【主な取組状況と評価（市）】
①包括的・重層的な支援体制づくりに向けた交流と相互理解の促進　　　　　　
○ 福祉・教育・就労分野等の施策について、情報の共有や一体的な事業実施を目的とし、庁内連携会議を開催しました。部署間のつながり強化や、ケース検討を通じた包括的な支援のための体制づくりを進めました。
○ 地域における異なる活動分野や世代を超えた住民交流を推進するため、庁内における高齢、障がい、こども、生活困窮の各分野の担当者交流会を開催し、それぞれの事業内容についての情報共有の機会を設けました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 担当者や分野によって連携の程度や課題に対する意識に違いが生じています。そこで、各担当者の能力向上を促進し、ケース検討などを通じた連携強化が必要です。
● 活動分野や世代の異なる活動の連携、協力が不十分であるため、分野を超えた交流が可能な、多様な場の整備が必要です。

②相談窓口の充実と総合的な相談支援体制の構築
○ 包括的支援体制を強化するため、市社協に関連業務を委託し、困難な事例に対して支援が届くよう、多機関協働による支援へつなぐ際の基準の設定や関係機関への「つなぐシート」の周知を行いました。また、重層的な支援に向けた関係機関とのヒアリング調査や会議を実施し連携体制を強化しました。
○ 子育て家庭を支援するため、「まる育サポート」として、「あだぁじぉ」、「ハッピーサポート丸亀」、家庭児童相談室が連携し相談支援に努めました。令和4年度の児童福祉法改正を踏まえて母子保健と児童福祉の連携を促進しました。
○ アウトリーチ型相談支援事業を活用し、訪問支援による未治療や治療中断の対象者を必要な保健・医療・福祉サービスにつなぐ精神障がい者への支援を行いました。また、医療機関や行政、地域住民と連携し、地域共生社会の実現に努めました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 困難な事例を市社協につなぐ体制づくり進められましたが、実績を積みながら、中核的な機関としての役割を強化するために、対象事例の増加や多機関協働の推進が求められています。
● 子育て家庭向け相談について、こども家庭庁設立を契機に母子保健と児童福祉の一体的な体制づくりを充実させていく必要があります。
● 精神障がい者向けのアウトリーチ型支援事業では、対象者に対応できる専門性の向上と複合的な困難に対応する幅広い連携深化が課題です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①包括的・重層的な支援体制づくりのための取組 
○ 重層的支援体制整備事業の本格実施に向け、相談機関等に呼びかけて、事業について共通理解を深めるための研修会を実施しました。
○ 重層的支援会議を開催し、世帯における課題の情報共有と支援プランを作成する取組を行い、各機関の連携促進につなげました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 重層的支援体制整備事業のネットワーク構築について、関係機関・団体等と地域を橋渡しする新たな仕組みの強化が必要です。
● 社会的に孤立状態にある世帯への支援について、アウトリーチ型の支援活動を拡充することで、実態の把握を進めるとともに、民生委員・児童委員をはじめとした地域住民との連携を強化し、支援体制の充実を図る必要があります。



行動目標2. 地域でつながり支え合う関係を深めよう

【主な取組状況と評価（市）】
②交流やふれあいの場・機会づくり
○ 地域の多世代交流を応援するため、コミュニティセンターを活用し、多様な事業やイベントの開催を支援し、コミュニティセンターの利用者増加を目指して取組しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域住民の高齢化による支援人材の固定化や負担の増加が顕著であり、持続可能性の低下が懸念されています。若年層と高齢層の交流機会が限られており、多世代交流の促進が必要です。

③地域での見守り・支援体制の充実
○住民同士の見守り・支え合いの仕組みとして、小地域ネットワーク活動を進めるとともに、福祉協力員を対象に講演会や研修会を開催し、安心して暮らせる地域づくりを目指した取組を推進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 福祉協力員の活動において気づきの目を育てる取組は進んでいる一方で、制度の役割認識や周知に課題がみられています。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①地域交流のための場づくり
○ 地域の居場所づくりを推進するため、「みんながオルデ通町」を開設し、住民が交流できる場として運営しました。
○ こどもの貧困対策として、「丸亀市子ども食堂・居場所づくり等ネットワーク」を立ち上げ、子ども食堂への情報提供や食品類の提供を行いました。また、住民や企業・団体から寄附金や物品寄附を受け入れ、ども食堂応援基金として運営支援に活用しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域拠点としての居場所を維持するためには、その特性やニーズに応じた支援策が求められています。特に、活動の継続を支えるための安定した財源の確保が課題です。

②支え合いの地域づくりに向けた支援
○ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に向け、コミュニティごとに住民座談会を開催し、地域住民の意見を集約し、コミュニティごとの地域課題や市全体での課題を把握しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 住民からのニーズを丁寧にききとり、施策に反映すべき意見をより細やかに収集分析し、住民主体の地域づくりを支える仕組みを強化する必要があります。

行動目標3. 課題の深刻化を防ぐ体制をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
①専門・相談機関の連携体制の充実
○ 困難事例の予防と早期発見・対応のため、地域住民が集まる会合に参加し、地域共生社会の構築や重層的支援体制整備事業に関する情報提供を行うとともに、課題解決に向けた具体的な取組を進めています。
○丸亀市障害者虐待防止センターでは、24時間365日体制で虐待通報や相談対応を実施し、警察や関係機関との連携体制を構築しています。また、要保護児童対策地域協議会実務者会議を毎月開催し、児童虐待防止や支援について継続的な協議を行い、西部こども相談センターや香川県子ども女性相談センターと連携して専門的な対応の推進に努めました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 虐待については早期発見や早期対応が重要であり各関係機関との情報共有や連携が必要です。子育てに困難を抱える家庭が増える中で、特に乳幼児期・未就園児期の孤立問題が顕在化しており、支援につながらず児童虐待が深刻化するケースがあり、虐待防止の取組において、妊娠期から切れ目ない支援を行うための体制整備が必要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①地域や多様な主体との連携協働の推進
○ 「企業連携型巡回見守り活動」の参加拡大を推進するため、ホームページや企業訪問での参加よびかけなどの協定締結企業数を増やす取組を行い、地域情報共有を進めながら企業の参加協力を促進しました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 協定締結企業数の増加は一定の成果を上げており、地域福祉活動において、今後は、連携企業のより広い活動への参加につなげていくことが必要です。

②困難な課題を持つ人への支援
○ 重層的支援事業においてアウトリーチ活動を実施し、継続的な支援を開始するとともに、参加支援事業の啓発を進め、登録団体数の増加に向けて取組を推進しました

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ活動について、支援の質を向上させるため、専門団体との連携をさらに強化する必要があります。

行動目標4. 地域での自立を支えるしくみをつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
②高齢者、障がい者等の地域での自立支援
○ 子育て世帯への支援として、児童扶養手当やひとり親家庭等医療など経済的支援、ひとり親家庭への相談支援や母子父子家庭自立支援給付金支給事業により、生活相談や自立に向けた職業訓練・教育訓練に係る給付を行い生活の安定につながるよう支援を行いました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● ひとり親世帯への支援では、周知の難しさから支援制度が十分に活用されていないケースが一部見られ、制度の周知が必要です。

③権利擁護の推進
○ 「後見センターまるがめ」を地域連携ネットワークの中核機関として位置づけ、市社協との連携の下、成年後見制度利用促進協議会を設置し、成年後見制度の利用促進を図りました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 少子高齢化の進展に伴い、成年後見制度の重要性が増す中、多職種連携や福祉サービスとの包括的な連携が一層求められています。後見制度の利用促進に向け、相談機能や広報活動の充実が必要です。




【主な取組状況と評価（市社協）】
①生活困窮者への支援の推進
○ 総合相談支援窓口「あすたねっと」を設置し、生活困窮者自立支援制度に基づいた支援を推進し、具体的な支援を行いながら相談者の課題解決に努めました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 相談者に対する支援が個別対応で進められていますが、課題やニーズに応じたチーム連携型の支援体制の強化が必要です。また、相談者の情報共有において目的の明確化と支援進行の効果的な仕組みづくりが必要です。

②高齢者等の生活支援の推進
○ 買物支援事業（移動販売支援事業）を実施し、離島高齢者の孤立化やひきこもりの予防、地域での見守り支援、移動販売を通じた気軽に集える場づくりを推進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 買物支援事業や配食サービス事業、救急医療情報キットなどの事業は一定の成果を上げていますが、住民生活のさらなる実態把握と地域特性に応じた支援の取組が求められています。


基本目標2　地域福祉を支える「ひとづくり」

行動目標5.人権意識と福祉の心を育てよう

【主な取組状況と評価（市）】
②人権意識を高めるための教育・啓発の推進
○ 令和3年に制定した「丸亀市人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例（多様性条例）」に関する内容を周知し、人権尊重のまちの実現に向けた啓発活動を実施しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 様々な場面での継続的な周知・啓発を行い、市民一人ひとりが人権課題を「自分ごと」として捉える取組等、人権を尊重する行動を促すための具体的な仕掛けが必要です。



③福祉に関する教育・学習の推進
○ 各学校において、総合的な学習の時間を活用し、多様性や共生について学ぶ機会を提供し、児童・生徒が多世代交流と相互理解を深められる環境を整えています。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 学びを地域社会に還元し、実際に役立てる仕組みを構築するため、地域の実態に即した活動の場や市民参加型の取組との連携が必要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
②ふくし出前講座の推進
○ 学校や企業に対し、高齢者体験グッズ等の貸出を行い、生徒や社員が体験を通じて配慮が必要な人への配慮を学ぶ機会を提供し、高齢者や障がい者への理解促進を図りました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 学校や企業等を対象とした福祉体験や出前講座は一定の成果を上げており、今後は行政が行う体験学習との連携が必要です。

行動目標6.地域福祉活動の担い手を増やそう

【主な取組状況と評価（市）】
①地域活動・ボランティア活動の普及啓発
○ 新たな担い手を創出するため、市民活動に関する情報を集約した「市民交流活動センターホームページ（マルタス）」において、市民一人ひとりが主体的に行動するきっかけや気づきとなる情報を発信しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域や企業等、一般の人を対象とした認知症サポーター養成活動のさらなる拡充が求められています。また、キャラバンメイトが地域で積極的に活動できるよう、活動を支える環境整備の推進が必要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①地域福祉活動の担い手の発掘と育成
○ 地域のボランティア活動を活性化するため、「ボランティア講座」を開催し、活動の担い手となる人材のスキルアップを図りました。



《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地地域に愛着を持ち、自ら地域づくりを担うリーダーの発掘と育成が必要です。

②地域での福祉活動を支える住民への支援
○ 福祉活動を担う住民に対し、その活動を支援するために啓発および研修会を実施しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 福祉ママや福祉協力員など、福祉活動を担う住民への支援により、さらなる組織基盤の強化が求められています。

行動目標7. 担い手が活動しやすい環境をつくろう
【主な取組状況と評価（市）】
①地域活動・ボランティア活動への支援
○ 市社協と連携し、市民活動やボランティア活動の促進に向けて学生による活動への支援を行い、活動場所の提供や会議でのサポートを実施しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 福祉のまちづくりに向けた活動を継続し、地域全体が協力する体制を強化する必要があります。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①丸亀市ボランティアセンターの充実・強化
○ ボランティア講座を開催し、地域で活動するボランティア人材のスキルアップを支援しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 地域に愛着を持ち、ボランティアを通じて地域づくりを担う人材育成に取り組むことが必要です。

②福祉活動・ボランティア活動の機会の提供と財源確保
○ 「高校生ボランティア部inまるがめ」を組織し、高校生による地域課題解決のボランティア活動を応援しました。活動実績を報告し共有する場として、「まるがめ学生ボランティアアワード」などの顕彰機会を設け、活動成果を広報するとともに周知を図りました。




基本目標3　地域で安全に安心して暮らせる「まちづくり」

行動目標8.誰もが地域に出やすい環境をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
①ユニバーサルデザインを意識した環境の整備
○ 公共施設や道路等の改築や改修に合わせて、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進し、「公共施設等総合管理計画」や「学校施設長寿命化計画」に基づき着実に整備を進めました。
○ 高齢者や子育て世代を支援するため、「ヘルプマーク」や「マタニティマーク」を活用し、支援や配慮を必要とする人への啓発を行い、周囲の配慮を促進しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 公共施設や学校施設の老朽化対策が進む一方で、建築資材の高騰や工期の長期化等も踏まえて、計画的に施設の改築や長寿命化、大規模改修にあわせてバリアフリー化及びユニバーサルデザイン推進を視野に入れた整備を進めることが必要です。
● 支援や配慮を必要としていることが外見から分からない方が、周囲に配慮が必要としていることを知らせることで、地域全体で要配慮者に気づくことができるような啓発を行うことが必要です。

③多様な居場所づくりへの支援
[bookmark: OLE_LINK5]○ 高齢者において、交流や相談が可能な居場所づくりを推進しました。
○ 隣保館や児童館では多様な地域交流のイベントや取組が行われ、こども食堂・居場所づくりネットワーク事業では地域のつながりを深める場を提供しました。
○ 地域活動支援センターⅠ型では、精神障がい者が自由に立ち寄り、仲間との交流を深められる憩いの場を設け、利用者の日常生活の支援に取り組みました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 地域住民や参加者のニーズが多様化しており、地域の居場所づくりの充実が必要です。


● 隣保館を地域住民が抱える課題に対応する拠点として、また、隣保館・児童館を誰もが地域の中で役割を持ち、互いに助け合いながら暮らしていける地域共生社会の実現に貢献する施設として活用してくことが必要です。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①支援を要する人への理解促進と支援の充実
○ 学校や企業等に高齢者体験グッズを貸し出し、支援や配慮を必要とする人への配慮の重要性を学ぶ授業や福祉出前講座を展開しました。
○ 高齢者やけが人などに対し、車いすの貸し出し等、外出機会の確保に努めました。
○ ガイドヘルパーや子育てホームヘルパーを派遣し、移動や日常生活支援を行うことで個別支援を充実させました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 行政等が行う体験学習との連携をさらに強化し、地域全体で福祉理解の促進を目指す必要があります。
● 車いす貸し出し時の手続き等を利用者目線で見直し、利便性の高い方法となるよう、その簡素化を検討する必要があります。

②多様な居場所づくりへの支援
○ 「ふれあい・いきいきサロン」の活動費を助成し、研修会を通じた情報交換を行うことで、地域住民の身近な交流の場づくりを推進しました。
○ 「みんながオルデ通町」を開設し、多様な地域に応じた居場所づくりを進めました。
○ 「丸亀市こども食堂・居場所づくり等ネットワーク」を立ち上げ、情報提供や食品類の支援、こども食堂の運営支援を行いました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 各地域拠点の特性やニーズに応じた居場所づくりの支援を進め、地域住民のニーズに応えた活動の充実が必要です。
● 地域拠点を維持するための活動費確保や、地域の福祉課題に応じた補助制度や目的別基金の導入について検討する必要があります。

行動目標9.地域における防犯・事故防止活動を広げよう

【主な取組状況と評価（市）】
②交通安全対策の推進
○ 警察や関係機関と連携し、年齢層に応じた交通安全教室や交通安全キャンペーンを実施し、交通ルール遵守やマナー向上を図りました。
○ 高齢者の免許返納による交通事故抑制を目指し、運転経歴証明書交付手数料の助成やタクシー利用券等の支援を行うとともに、広報紙や交通安全教室で免許返納制度の周知を行いました。
○ 小学生を対象とした自転車運転免許証交付制度を交通安全教室と連携させ、正しい自転車運転方法の指導とマナーの普及に努めました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 交通安全教室やキャンペーンの実施を継続実施するため、今後も幼稚園等や学校、自治会などと連携体制を強化する必要があります。
● 高齢者の運転免許証自主返納後の移動手段が課題であり、関係課との連携を通じて環境整備を図る必要があります。
● 交通安全教室の実施について学校単位で偏りが見られるため、教育委員会を通じた周知が求められます。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①防犯・事故防止のための情報発信
○ 「情報ほっと♡メール」の登録呼びかけを市内の介護・障がい事業所や行政機関の職員に対して行い、登録者数の拡大を図りました。
○ 地域包括包括支援センターからの情報提供を受け、「情報ほっと♡メール」により認知症行方不明者の捜索情報を配信し、早期に対象者が発見されるような仕組みづくりに努めました。
○ 香川県警察等からの防犯情報提供を基に、民生委員・児童委員協議会連合会を通じて住民への周知啓発を行いました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 従来のＥメール方式による情報発信を見直し、SNSなど新しい情報発信手段を活用してさらなる効果的な情報発信を進める必要があります。
● 民生委員・児童委員や地域コミュニティと連携した、防犯・交通事故防止活動の取組を展開できる仕組みが求められます。

行動目標10.災害に強い地域をつくろう

【主な取組状況と評価（市）】
②自主防災活動への支援
○ 自主防災組織の強化を図るため、地域のニーズに応じた防災備蓄品の購入補助を行うとともに、県補助金申請の支援を通じて、地区防災計画や避難所運営マニュアルの策を推進しました。
○ 自主防災組織を通じて、防災士資格取得に必要な経費補助や香川大学と連携した受講者への補助制度案内などを行い、市内の防災士人数の拡大を図り、地域の防災力向上に寄与しました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市）》
● 市と地域がそれぞれ備蓄している資機材の整合性を図るため、市が備蓄する防災資機材のリストを各地区と共有し、重複整備を防ぐ仕組みづくりが必要です。
● 防災士資格取得者がその後も継続的に地域の防災活動に従事できるよううえ、自主防災組織から定期的な活動案内や明確な役割等について発信を行う必要があります。

【主な取組状況と評価（市社協）】
①災害時の支援体制づくり
○ 香川県社会福祉協議会等と連携し、「災害ボランティアセンター運営支援協定」の締結や災害資機材拠点の整備を通じて、災害時の支援体制を整備しました。
○ 令和6年度には、中讃地域の自治体や社協によびかけ、災害時対応訓練を実施し、多機関連携の強化を図りました。

《次期計画に取り入れる事項についての検討（市社協）》
● 多機関連携を円滑に進めるため、平時からの情報共有やネットワーク強化を一層進める必要があります。
● 災害ボランティアセンター運営における地域住民や関係団体の参加率向上を図るため、防災意識啓発活動のさらなる推進が必要です。
● 災害ボランティアセンター機能に加え、地域の復興支援や孤独・孤立の防止を目的とした生活支援を支える仕組みづくりが必要です。






[bookmark: _Toc209198741][bookmark: _Toc209973361]第3章　計画の基本的な考え方

[bookmark: _Toc209198742][bookmark: _Toc209973362]1　基本理念
丸亀市自治基本条例では、「お互いに個人として尊重されるとともに、自らの意思と責任に基づいて主体的に行動すること」を基本理念とし、みんなが協働して、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組むこととしています。
地域には、高齢者や障がいのある人など支援を必要とする人、生活上の課題を抱えている人など様々な人が生活し、また住民一人ひとりの価値観や福祉ニーズもそれぞれの立場や環境によって大きく異なります。また、近年では複合化・複雑化した福祉課題への対応も求められています。
本計画では、国が掲げる「地域共生社会の実現」を目指し、世代や障がいの有無、経済状況にかかわらず、誰もが地域の中で尊重され、安心して暮らせる社会を引き続き目指し、第3次計画の基本理念「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち丸亀」を継承し、地域に暮らす多様な人々や団体、事業者が課題を共有し、協働して取り組むことで、思いやりに満ちた福祉のまちを将来へとつないでいきます。

基
理
本
念

みんながつながり、みんなで支え合い、
誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀








[bookmark: _Toc209198743][bookmark: _Toc209973363]2　地域共生社会の推進とSDGs
国際連合においては、開発分野における国際社会共通の課題である持続可能な開発の推進に向け、平成27年（2015年）9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、令和12年（2030年）までに持続可能で、よりよい世界を目指す国際目標としてSDGs（エスディージーズ：持続可能な開発目標）を定めています。
これは、17のゴールと169のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことをうたい、発展途上国のみならず、全ての国がその実現に向けて努力すべきものとされています。
丸亀市においても、SDGsの実現は、行政分野の枠を超えて全庁的に取り組むべき指針として位置付けており、今後の取組の充実を図っているところです。
国においては、「地域共生社会の実現」を重要な政策理念として掲げ、制度や分野ごとの縦割りを超えて、地域に暮らす一人ひとりが支え合い、共に生きる社会の構築を目指しています。この理念は、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現とも強く結びついています。
本計画においても、SDGsの実現を計画の基本的な方向性を示すものとして位置付け、計画全体を通して取り組んでいくものとします。



[bookmark: _Toc209198744][bookmark: _Toc209973364]3　丸亀市における重層的支援体制の考え方
丸亀市では、第3次計画において「地域共生社会」の実現を目的に掲げ、複合化・複雑化する福祉課題を抱える人を支援するための取組を推進してきました。
福祉の支援の現場では、縦割りの制度の枠組みと、多様な支援ニーズとの間にギャップがあり、支援者が「支援のしづらさ」を感じる場面が少なくありません。また、限られた人的資源の中で、一人の支援者が分野横断的な対応をすることに課題がありました。
こうした背景のもと、国においては、令和3年4月施行の改正社会福祉法により、地域共生社会の実現に向けた新たな事業として「重層的支援体制整備事業」が創設され、丸亀市においても複合化・複雑化する福祉課題に対応するため、「重層的支援体制整備事業」を令和7年度から実施しています。
この事業は、地域でこれまで積み重ねてきた支援の仕組みを基盤としながら、
・属性を問わない相談支援
・参加支援
・地域づくりに向けた支援
という3つの支援を一体的に実施することで、地域住民の多様なニーズに柔軟に対応する包括的な支援体制を構築するものです。
「重層的支援体制整備事業」は、これからの地域福祉における包括的支援体制を構築するために重要な役割を果たす取組であり、その先に「地域共生社会」の実現があると考えています。
そして、「重層的支援体制整備事業」に加えて、丸亀市の特徴である17のコミュニティで実施されている地域に根差した活動と連携しながら、さらなる包括的な支援体制の充実を目指します。
・地域住民の福祉課題を包括的に受け止め、国が示す「重層的支援体制整備事業」に加え、地区コミュニティと連携するなどし、適切な窓口につなげられるよう、重層的かつ包括的な相談支援体制の構築を図ります。
・既存の制度やサービスでは対応が難しい支援ニーズに対しては、丸亀市社会福祉協議会を軸に地域と連携しつつ、多機関協働による支援や継続的なアウトリーチ活動による見守り支援を推進します。
・福祉関係機関においては、計画的な専門人材の確保・育成を図り、相談体制の質と量の充実に努めます。
・地区コミュニティに対し、重層的支援体制整備事業の周知・啓発を行い、制度の利用促進及び、早期発見・早期対応につなげます。


[bookmark: _Toc209198745][bookmark: _Toc209973365]4　基本目標
基本理念である「みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち丸亀」を実現するため、次の3つの基本目標を定め、包括的に連携した取組を推進します。

[bookmark: _Toc209973366]基本目標1　みんなつながる共感と交流の「地域づくり」

地域で安心して暮らすためには、年齢や性別、障がいの有無、経済状況、国籍や文化の違いに関わらず、誰もが自分らしく参加でき、交流できる場が必要です。また、生活のしづらさを感じる人が孤立することなく、必要な支援を受けながら地域社会に関わることができる支援体制が大切です。
重層的支援体制整備事業の地域づくりに向けた支援事業や参加支援事業によって、多様な人々が交流し、共感を通じてつながる地域を目指します。それには特定の人や機関だけでなく、地域の全ての人がそれぞれの役割を担い、相互に支え合える環境を整えることが重要です。
誰もが地域で安心して暮らせるよう、共感と交流を基盤とした「地域づくり」を進めます。

[bookmark: _Toc209973367]基本目標2　みんなで支えあう「ひとづくり」

地域福祉を持続的に展開していくためには、地域活動を支える多様な人材の確保が不可欠です。特に、福祉の専門的人材の確保を進めることは、今後の地域福祉を支える基盤として重要になります。
地域福祉は、専門職だけではなく、全ての住民が「支える人」であり「支えられる人」でもあるという「お互いさま」の関係の中で成り立っています。この考え方を地域に広く浸透させるとともにこどもから高齢者まで住民一人ひとりが自分の立場や役割に応じて地域活動に関わることが求められます。
福祉教育や専門研修、地域活動への参加促進を通じて、福祉の担い手としての専門的人材の育成と、多様な世代が支え合う「ひとづくり」を進めていきます。

[bookmark: _Toc209973368]基本目標3　安心した暮らしを支える「しくみづくり」

近年、多様な福祉課題や困りごとを抱える人々が増えており、その背景には社会的孤立や複合化・複雑化する福祉ニーズなどがあります。住民が安心して暮らすためには、年齢や性別、障がいの有無、経済状況、国籍や文化の違いなどにかかわらず、全ての人々が必要な支援を受けられる仕組みづくりが重要です。
重層的支援体制整備事業の包括的相談支援事業や多機関協働、アウトリーチ支援などを軸に、住民の困りごとに寄り添う支援体制を強化するとともに、質の高い福祉サービスが提供される環境を整備します。また、誰もが地域に出やすく、社会参加が促進される仕組みを構築することで、安心した暮らしを支える地域づくりを目指します。

[bookmark: _Toc209198746][bookmark: _Toc209973369]5　計画の体系［ 基本理念 ］
［ 行動目標 ］
［ 基本目標 ］


1．地域でつながり支え合う関係を
深めよう


2．地域での活動を活性化させよう
3．多様な人が参加できるしくみを
つくろう

基本目標1
みんなつながる共感と交流の「地域づくり」
みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀


地域づくりに向けた支援事業

7．住民の困りごとに寄り添った支援の
体制をつくろう










8．質の高い福祉サービスを提供しよう
9. 誰もが地域に出やすい環境をつくろう
10. 地域における防犯・事故防止活動を
広げよう
11. 災害に強い地域をつくろう




参加支援事業



基本目標2
みんなで支えあう「ひとづくり」
4．人権意識と福祉の心を育てよう
5．地域福祉活動の担い手を増やそう
6．福祉の専門的人材を育てよう

重層的支援体制整備事業






基本目標3
安心した暮らしを支える「しくみづくり」


アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業
再犯防止推進計画
多機関協働事業
包括的相談支援事業















年少人口	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和27年
（推計）	14592	14667	14524	14351	14032	13821	生産年齢人口	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和27年
（推計）	61562	61951	61749	61078	61004	60828	高齢者人口	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和27年
（推計）	31241	31435	31631	31652	31620	31654	年齢不詳人口	1,943
1,460
1,460
1,460
1,460



令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和27年
（推計）	1943	1460	1460	1460	1460	1460	103694	





109338	109513	109364	108541	108116	107763	
（人）




年少人口比率	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	13.6	13.6	13.5	13.4	13.2	13	生産年齢人口比率	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	57.3	57.3	57.2	57	57.2	57.2	高齢者人口比率	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	29.1	29.1	29.3	29.6	29.6	29.8	
（％）



列1	
０～４歳	５～９歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	1996	2162	2580	2562	2157	2168	2481	2793	3311	3907	4252	3295	3111	3422	3823	4094	2806	2000	1278	409	68	
（人）


系列 1	
０～４歳	５～９歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	2082	2399	2602	2660	2435	2382	2765	3038	3477	3942	4181	3147	2764	3003	3548	3357	2030	1202	493	119	2	
（人）


丸亀市	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	1.61	1.63	1.56	1.63	1.63	1.41	香川県	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	1.61	1.59	1.47	1.51	1.45	1.4	全国	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	1.42	1.36	1.33	1.3	1.26	1.2	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	




出生数	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	848	828	860	841	708	738	死亡数	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	1244	1185	1295	1354	1425	1466	自然増減	-396
-357
-435
-513
-717
-728

令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	-396	-357	-435	-513	-717	-728	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（人）

（人）




転入数	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	4529	4074	4038	3962	4340	4279	転出数	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	4300	3994	3923	4176	4002	3944	社会増減	


-214



令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	229	80	115	-214	338	335	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（人）

（人）




世帯数	[値]

令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	45284	45721	46083	46101	46620	47156	１世帯当たりの人数	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	2.41	2.4	2.3731961894841915	2.35	2.3190905190905191	2.29	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（世帯）

（人／世帯）




高齢者一人暮らし世帯	




平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	3242	3828	4948	5621	高齢夫婦のみ世帯	




平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	3322	3937	5988	6282	その他世帯	




平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	8209	8407	7591	7641	
平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	14773	16172	18527	19544	65歳以上がいる世帯のうち
単独世帯の割合	
平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	21.9	23.7	26.7	28.760744985673352	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（世帯）

（％）





要支援１・２	
平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	1719	1776	1812	1857	1899	2015	2120	要介護１・２	
平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	1777	1814	1865	1900	1874	1938	1943	要介護３以上	
平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	1642	1615	1621	1592	1608	1633	1716	
平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	5138	5205	5298	5349	5381	5586	5779	要介護認定率	







16.399999999999999	16.5	16.600000000000001	16.733927733458469	16.861467113715413	17.44534665833854	18.114283923142025	
（人）

（％）





身体障害者手帳所持者	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	4473	4404	4336	4274	4097	3922	療育手帳所持者	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	926	946	969	983	1009	1027	精神障害者保健福祉手帳所持者	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	755	765	829	909	948	1013	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	6154	6115	6134	6166	6054	5962	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
（人）




生活保護世帯数	[値]






令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	794	800	801	802	794	800	保護率	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	17.559999999999999	17.5	17.38	17.399999999999999	17.03	16.96	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（世帯）

（％）




世帯数	[値]


平成30年	平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	1911	2052	2159	2154	1930	2313	外国人の人口比	
平成30年	平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	1.74	1.88	1.9782112718643199	1.9706867211944887	1.7741090387638228	2.1388346911034462	平成30年	平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	
（人）

（％）





ブラジル	中国	インドネシア	韓国・朝鮮	ペルー	フィリピン	米国	その他	63	678	208	83	300	439	23	519	
（人）


丸亀市自殺者数	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	16	13	18	12	12	17	○○○○2	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	○○○○3	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	丸亀市自殺死亡率	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	14.1	11.5	15.94345	10.655110000000001	10.6854730993215	15.236388079767	香川県自殺死亡率	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	15.3	14.7	15.69379	15.196289999999999	15.338615482674101	19.1265140517168	全国自殺死亡率	
平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	16.2	15.7	16.444330000000001	16.43845	17.2503469485262	17.268010907335899	平成30年	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	
（人）

（人口10万対）
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image4.emf
％

市役所で多様な相談を総合的に受けられるように

する

より身近なところで相談できるよう、地域で活動

している人や事業所などの相談を充実する

相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口に

つなぐ取組を充実する

相談を支援に結びつけるよう、関係者のネット

ワークを充実する

課題を解決するため、サービスや社会資源を開発

する取組を充実する

相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受

ける方法を改善する

その他

無回答
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％

市役所で多様な相談を総合的に受けられるように

する

より身近なところで相談できるよう、地域で活動

している人や事業所などの相談を充実する

相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口に

つなぐ取組を充実する

相談を支援に結びつけるよう、関係者のネット

ワークを充実する

課題を解決するため、サービスや社会資源を開発

する取組を充実する

相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受

ける方法を改善する

その他

無回答
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51.0

59.2
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30.6

4.1

2.0
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38.5

46.2
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image6.emf
今回調査

（回答者数= 49）

前回調査

（回答者数= 52）


image7.emf
回答者数 = 49 ％

既存の制度では対応できない個人や世帯が増えて

きている

分野をまたがる複合的な福祉課題を抱える個人や

世帯が増えている

対象者だけではなく、世帯全体への支援の必要な

ケースが増えている

地域のつながりが薄れ、社会から孤立した個人や

世帯が増えている

相談や支援を拒否する個人や世帯が増えている

特に変化は感じない

その他

無回答

42.9

34.7

53.1

63.3

22.4

2.0

4.1

4.1

0 20 40 60 80


image8.emf
回答者数 = 49 ％

既存の制度では対応できない個人や世帯が増えて

きている

分野をまたがる複合的な福祉課題を抱える個人や

世帯が増えている

対象者だけではなく、世帯全体への支援の必要な

ケースが増えている

地域のつながりが薄れ、社会から孤立した個人や

世帯が増えている

相談や支援を拒否する個人や世帯が増えている

特に変化は感じない

その他

無回答

42.9

34.7

53.1

63.3

22.4

2.0

4.1

4.1

0 20 40 60 80
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％

地域における福祉活動の重要性をもっとＰＲする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

リーダーや福祉活動に携わる人を養成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人と、助けることのできる人とをつな

ぐ人材を育成する

困っている人や、助け合いの場や組織の情報を得

やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

地域での助け合いは必要ない

その他

無回答
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％

地域における福祉活動の重要性をもっとＰＲする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

リーダーや福祉活動に携わる人を養成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人と、助けることのできる人とをつな

ぐ人材を育成する

困っている人や、助け合いの場や組織の情報を得

やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

地域での助け合いは必要ない

その他

無回答
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image11.emf
今回調査

（回答者数= 1,056）

前回調査

（回答者数= 1,412）


image12.emf
回答者数 = 49 ％

地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰ

Ｒする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育

成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人や、助け合いの場や組織についての

情報を得やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

特にない

その他

無回答

30.6

34.7

42.9

18.4

36.7

42.9

10.2

14.3

4.1

4.1

2.0

0 20 40 60


image13.emf
回答者数 = 49 ％

地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰ

Ｒする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育

成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人や、助け合いの場や組織についての

情報を得やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

特にない

その他

無回答

30.6

34.7

42.9

18.4

36.7

42.9

10.2

14.3

4.1

4.1

2.0

0 20 40 60


image14.emf
％

地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰ

Ｒする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育

成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人や、助け合いの場や組織についての

情報を得やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

特にない

その他

無回答

31.9

23.4

31.9

31.9

21.3

38.3

8.5

29.8

2.1

0.0

6.4

22.2

40.7

24.1

44.4

25.9

42.6

9.3

25.9

0.0

5.6

7.4

0 20 40 60


image15.emf
％

地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰ

Ｒする

地域でボランティアなどの活動の拠点となる場を

整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資

金的な援助を行う

ボランティアリーダーや福祉活動に関わる人を育

成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実

を図る

困っている人や、助け合いの場や組織についての

情報を得やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修

を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

特にない

その他

無回答

31.9

23.4

31.9

31.9

21.3

38.3

8.5

29.8

2.1

0.0

6.4

22.2

40.7

24.1

44.4

25.9

42.6

9.3

25.9

0.0

5.6

7.4

0 20 40 60


image16.emf
今回調査

（回答者数= 47）

前回調査

（回答者数= 54）


image17.emf
回答者数 =

　 551

69.5 30.1 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image18.emf
できる できない 無回答


image19.emf
回答者数 = 166 ％

近所の人を知らないから

怒られそうだから

恥ずかしいから

格好が悪いから

無視されたら嫌だから

親などの自分の家族に、怒られるかもしれないか

ら

その他

無回答

66.3

4.2

22.3

4.2

12.7

3.6

11.4

0.0

0 20 40 60 80


image20.emf
回答者数 = 166 ％

近所の人を知らないから

怒られそうだから

恥ずかしいから

格好が悪いから

無視されたら嫌だから

親などの自分の家族に、怒られるかもしれないか

ら

その他

無回答

66.3

4.2

22.3

4.2

12.7

3.6

11.4

0.0

0 20 40 60 80


image21.emf
％

ひきこもりの方の支援に

関すること

自殺対策に関すること

防犯など地域の安全に

関すること

こどもの貧困に関すること

過去に犯罪や非行などを

した人の更生に関すること

孤独・孤立に関すること

防災に関すること

課題や問題は特にない

その他

無回答

4.2

1.5

24.1

2.7

0.9

7.6

25.7

10.7

6.2

6.6

4.7

0.8

24.7

2.8

0.8

-

-

14.1

7.0

6.2

0 20 40 60


image22.emf
％

ひきこもりの方の支援に

関すること

自殺対策に関すること

防犯など地域の安全に

関すること

こどもの貧困に関すること

過去に犯罪や非行などを

した人の更生に関すること

孤独・孤立に関すること

防災に関すること

課題や問題は特にない

その他

無回答

4.2

1.5

24.1

2.7

0.9

7.6

25.7

10.7

6.2

6.6

4.7

0.8

24.7

2.8

0.8

-

-

14.1

7.0

6.2

0 20 40 60


image23.emf
％

青少年の健全育成に関する

こと

ひとり親家庭の子育てに

関すること

共働き家庭のこどもの

生活に関すること

乳幼児期の子育てに関する

こと

高齢者の社会参加や

生きがいづくりに

関すること

障がい者の社会参加や

生きがいづくりに

関すること

高齢者世帯への生活支援に

関すること

障がい者への生活支援に

関すること

こどもや高齢者、障がい者

などへの虐待防止に関する

こと

健康づくりについての

人々の意識や知識に関する

こと

6.5

5.8

15.5

5.7

23.7

6.2

23.2

4.7

2.2

9.5

8.8

5.5

13.2

5.3

30.2

6.6

28.8

6.9

3.0

16.4

0 20 40 60


image24.emf
％

青少年の健全育成に関する

こと

ひとり親家庭の子育てに

関すること

共働き家庭のこどもの

生活に関すること

乳幼児期の子育てに関する

こと

高齢者の社会参加や

生きがいづくりに

関すること

障がい者の社会参加や

生きがいづくりに

関すること

高齢者世帯への生活支援に

関すること

障がい者への生活支援に

関すること

こどもや高齢者、障がい者

などへの虐待防止に関する

こと

健康づくりについての

人々の意識や知識に関する

こと

6.5

5.8

15.5

5.7

23.7

6.2

23.2

4.7

2.2

9.5

8.8

5.5

13.2

5.3

30.2

6.6

28.8

6.9

3.0

16.4

0 20 40 60


image25.emf
今回調査

（回答者数= 1,056）

前回調査

（回答者数= 1,412）


image26.emf
回答者数 =

今回調査 551

前回調査 422

11.1

13.5

43.6

56.4

9.3

0.5

35.9

28.2

0.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image27.emf
いつも楽しく参加している 参加できる時は参加している

家族・親類等に誘われるので参加している 参加していない

無回答


image28.emf
％

クラブ活動や塾などで忙しいから

興味がないから

つまらないから

友達など、みんな参加していないから

行事があることを知らないから

その他

無回答

25.8

48.5

10.1

6.6

37.9

5.1

0.0

17.6

40.3

12.6

16.8

52.1

5.0

0.0

0 20 40 60


image29.emf
％

クラブ活動や塾などで忙しいから

興味がないから

つまらないから

友達など、みんな参加していないから

行事があることを知らないから

その他

無回答

25.8

48.5

10.1

6.6

37.9

5.1

0.0

17.6

40.3

12.6

16.8

52.1

5.0

0.0

0 20 40 60


image30.emf
今回調査

（回答者数= 198）

前回調査

（回答者数= 119）


image31.emf
回答者数 =

今回調査 551

前回調査 422

16.7

10.2

45.6

66.8

37.7

20.9 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image32.emf
参加している 参加してみたい 参加したくない 無回答


image33.emf
％

金銭的な支援

ボランティア休暇制度

学校での福祉教育

ボランティア活動に関する相談

ボランティア活動の拠点となる場所の提供

ボランティア活動のリーダー役の育成

ボランティアに関する積極的な情報提供

トラブル発生時の対応

ボランティア活動の推進は不要

その他

無回答

48.8

11.6

16.6

11.3

21.0

15.4

31.5

32.7

1.9

2.1

7.3

35.3

10.3

16.0

13.7

21.4

20.1

35.1

29.0

1.6

2.5

13.4

0 20 40 60


image34.emf
％

金銭的な支援

ボランティア休暇制度

学校での福祉教育

ボランティア活動に関する相談

ボランティア活動の拠点となる場所の提供

ボランティア活動のリーダー役の育成

ボランティアに関する積極的な情報提供

トラブル発生時の対応

ボランティア活動の推進は不要

その他

無回答

48.8

11.6

16.6

11.3

21.0

15.4

31.5

32.7

1.9

2.1

7.3

35.3

10.3

16.0

13.7

21.4

20.1

35.1

29.0

1.6

2.5

13.4

0 20 40 60


image35.emf
　

今回調査

（回答者数= 1,056）

前回調査

（回答者数= 1,412）


image36.emf
％

活動のマンネリ化

新しいメンバーが入らない

リーダー（後継者）が育たない

支援を必要とする人の情報が得にくい

市民に情報発信する場や機会が乏しい

人々のニーズが具体的につかめない

他の団体と交流する機会が乏しい

活動資金が足りない

活動の場所（拠点）の確保が難しい

特に困っていることはない

その他

無回答

17.0

51.1

36.2

23.4

21.3

8.5

14.9

27.7

12.8

8.5

17.0

2.1

24.1

53.7

37.0

13.0

9.3

7.4

14.8

18.5

11.1

11.1

14.8

0.0

0 20 40 60


image37.emf
％

活動のマンネリ化

新しいメンバーが入らない

リーダー（後継者）が育たない

支援を必要とする人の情報が得にくい

市民に情報発信する場や機会が乏しい

人々のニーズが具体的につかめない

他の団体と交流する機会が乏しい

活動資金が足りない

活動の場所（拠点）の確保が難しい

特に困っていることはない

その他

無回答

17.0

51.1

36.2

23.4

21.3

8.5

14.9

27.7

12.8

8.5

17.0

2.1

24.1

53.7

37.0

13.0

9.3

7.4

14.8

18.5

11.1

11.1

14.8

0.0

0 20 40 60


image38.emf
今回調査

（回答者数= 47）

前回調査

（回答者数= 54）


image39.emf
回答者数 = 49 ％

環境保全活動

居場所づくり

ものづくり

専門知識の伝授

その他

無回答

10.2

28.6

6.1

34.7

18.4

16.3

0 20 40 60


image40.emf
回答者数 = 49 ％

環境保全活動

居場所づくり

ものづくり

専門知識の伝授

その他

無回答

10.2

28.6

6.1

34.7

18.4

16.3

0 20 40 60


image41.emf
回答者数 =

　 551

36.5 28.3 35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image42.emf
　

便利 不便 どちらともいえない 無回答


image43.emf
回答者数 = 1,056 ％

避難場所がわからないこと

避難場所まで遠いこと

素早く避難できないこと

近所に自力で避難できないと思う人がいること

避難場所の生活が長引くこと

災害の情報を正確に収集できないこと

住んでいる場所が孤立すること

食料や水を確保できないこと

家族や親族の安否確認ができないこと

特にない

その他

無回答

13.4

11.5

17.1

8.8

54.4

21.3

7.5

49.1

28.1

5.9

2.3

2.0

0 20 40 60


image44.emf
回答者数 =

　 551

84.8 15.1 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image45.emf
知っている 知らない 無回答


image46.emf
回答者数 =

　 1,056

1.7

3.6 92.2 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image47.emf
　

名前も内容も知っている 名前は知っているが、内容は知らない

名前も内容も知らない 無回答


image48.emf
％

市役所で多様な相談を総合的に受けられるように

する

より身近なところで相談できるよう、地域で活動

している人や事業所などの相談を充実する

相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口に

つなぐ取組を充実する

相談を支援に結びつけるよう、関係者のネット

ワークを充実する

課題を解決するため、サービスや社会資源を開発

する取組を充実する

相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受

ける方法を改善する

その他

無回答

36.2

36.2

42.6

46.8

27.7

36.2

0.0

10.6

37.0

50.0

29.6

63.0

24.1

29.6

3.7

3.7

0 20 40 60 80


image49.emf
％

市役所で多様な相談を総合的に受けられるように

する

より身近なところで相談できるよう、地域で活動

している人や事業所などの相談を充実する

相談に行けない（行かない）人を発見し、窓口に

つなぐ取組を充実する

相談を支援に結びつけるよう、関係者のネット

ワークを充実する

課題を解決するため、サービスや社会資源を開発

する取組を充実する

相談しやすいように、窓口の開設時間や相談を受

ける方法を改善する

その他

無回答

36.2

36.2

42.6

46.8

27.7

36.2

0.0

10.6

37.0

50.0

29.6

63.0

24.1

29.6

3.7

3.7

0 20 40 60 80


image50.emf
今回調査

（回答者数= 47）

前回調査

（回答者数= 54）


image51.emf
回答者数 = 551 ％

近所の人

学校の先生

スクールカウンセラー・ソーシャルワーカー

市役所

社会福祉協議会

医療機関

警察

その他

誰にも相談しない

相談できる人がいない

無回答

13.1

45.4

8.7

2.2

0.9

4.0

3.3

5.4

26.7

11.3

1.3

0 20 40 60


image52.emf
回答者数 = 551 ％

近所の人

学校の先生

スクールカウンセラー・ソーシャルワーカー

市役所

社会福祉協議会

医療機関

警察

その他

誰にも相談しない

相談できる人がいない

無回答

13.1

45.4

8.7

2.2

0.9

4.0

3.3

5.4

26.7

11.3

1.3
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